
保護者の皆様へ  

令和８年度 
茨城県育英奨学生募集（在学採用） 

 
茨城県教育委員会では、有為な人材の育成を目的として、経済的な理由により修学が困

難な高校生等を対象に茨城県育英奨学生の募集をしています。  
  申込みを希望される方は、各学校の奨学金担当の方に御相談の上、学校を通じて申請し
てください。  

  募 集 概 要   
 
１ 対象者  保護者が茨城県内に居住しており、本人が高等学校（中等教育学校  

の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む）又は専修学校の高等課  
程（修業年限２年以上に限る）に在学している者。  

               ※在学している学校の所在地は、県内・県外を問いません。  
 
２ 貸与月額  
 
 
 
 

       区    分     月  額   
 
 
 
 

  国 公 立  
 

  自宅通学        18,000 円  
  自宅外通学        23,000 円  

  私   立  
 

  自宅通学        30,000 円  
  自宅外通学        35,000 円  

             ※年４回（初年度は３回）に分けて預金口座（本人名義）へ振込  
 
３ 申請手続 在校する学校の奨学金担当の方に申し出て申請書等を受け取り、必  

要書類を揃えて学校に提出してください。  
               ※年間所得を確認する資料（所得証明書）等を提出する必要があり  

ますので、早め準備をお願いします。  

４ 提出期限 令和８年５月 15 日（金）《県教育委員会への締切》  

                ※各学校への提出期限は、学校ごとに決められています。  
 
５ 返還方法 貸与終了日から６箇月据置後、10 年以内に年賦（年１回）又は  
             半年賦（年２回）で返還していただきます。  
       大学等に進学した時には、返還期限猶予の申出が可能です。  

奨学金は無利子ですが、貸付金なので全額返還していただきます。  

なお、返還遅延の際には、延滞金が発生しますので、ご承知おきください。  

 
  

  水戸市笠原町９７８番６（〒310-8588）  
  茨城県教育庁学校教育部高校教育課  
  TEL 029－301－6045 / 029-301-5245 

 ※成績基準を設けていない「茨城県高等学校等奨学資金」及び「茨城県高等学校定時 

 制課程及び通信制課程修学奨励資金」の奨学生募集は５月頃を予定しております。  
 ※保護者の失業等、家計の急変により緊急に奨学金の必要が生じた場合に貸与が受け 

 られる「緊急採用」の制度もあります。緊急事案が生じた場合には、各学校の奨学金担 

 当の方に御相談ください。  


